
 

                            ２０２１年４月 発行 

   秋田県教職員組合臨時採用教職員部 

秋田県臨時採用教職員パンフレット  

臨時採用教職員のみなさんへ 

 

 秋田県教職員組合は、教職員の生活と権利を守るため、また一人ひとりが「働く仲間の

一人」として大切にされ、豊かな教育を実現するために様々な活動を行っています。  

 臨時採用教職員部は、２０１２年１１月に結成されました。みなさんの雇用継続、労働

条件の改善などについて「交流・連携・行動」しながら、安心して働ける条件を確保して

いくための活動にとりくんでいます。 

  

 

結成後、こんな成果がありました！ 
① 臨時的任用者の賃金頭打ちが撤廃されます。 

② 受験年限が撤廃されました。 

③ 臨時採用教職員の研修の機会が増えました。 

④ 臨時採用教職員の希望にもとづいた同一校における複数年勤務が増えました。 

⑤ 職場における臨時採用教職員の呼称について改善されてきました。 

⑥ 年次休暇の年度繰り 越し（３ 月までの残り を 4 月へ）が可能になり ました。 

⑦ 年度末の空白期間がなく なり ました。 

⑧ 退職金が支給されることになり ました。 

⑨ 公立学校共済組合・秋田県教育関係職員互助会に加入できるよう になり ました。 

⑩ 会計年度任用職員（非常勤教職員）に 6 月・12 月期末手当が支給されることになり ました。  

⑪ 通勤手当が実績により 支給されることになり ました。 

 

 

 

こんなとりくみをしています！ 
１ ．賃金・労働条件改善のとり く み 

（1）産休・育休・長期の病気休暇の実質的取得 （2）非常勤教職員の賃金・手当の改善 

２ ．雇用確保と生活安定のとり く み 

（1）雇用の継続  （2）同一校における複数年勤務 

（3）採用の有無について早めの連絡とていねいな対応 

３ ．差別的待遇撤廃のとり く み 

（1）職場の差別的な事例に対しての相談活動  （2）呼称についての改善 

４ ．採用試験の改善のとり く み 

（1）講師経験を尊重した採用試験  （2）職場での受験者への配慮   

５ ．組織拡大のと り く み 

（1）交流の場の設定  （2）「臨採だより 」の発行  （3）加入拡大   

 

 

 

 

秋教組本部・各ブロック事務局 がサポートします！ 
☆加入・問い合わせはこちらまで☆ 

 
 
 
 

秋教組本部  〒010-0951  秋田市山王４丁目 4-14（教育会館内） 

E-mail：syukyoso0951@akita-enet.or.jp 

TEL ０１８－８２４－５２１１ 

FAX ０８００－８００－３７１２ 

 

 

 

 

 

北ブロック事務局 

（能代・山本支部） 

 

〒016-0821 

能代市畠町 4-24 

TEL：0120-3118-04 

FAX：0120-3118-62 

 

中央ブロック事務局 

（本部） 

 

〒010-0951 

秋田市山王 4 丁目 4-14 

TEL：018-824-5211 

FAX：0800-800-3712 

 

南ブロック事務局 

（横手支部） 

 

〒013-0046 

横手市神明町 3-10 

TEL：0800-800-3927 

FAX：0182-32-9596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時採用教職員の組合費 

〇月額１,０００円 

 但し、任用期間が１５日未満の場合は 

 お見舞い金を支給します。 

 

 

勤務先や住所の変更、任用が切れた場合は 

すぐに支部または本部にご連絡ください。 

 

 

不明な点や改善点ありましたら、 

本部またはブロック事務局へお知らせください 

 
 

 連帯し  行動する 

 交流し 



私たちの賃金・手当・権利について 
 

常勤の臨時教職員の賃金・諸手当 

（１）賃 金 （2021 年４月１日現在） 

※ 臨時採用教職員部の交渉により、給料は 2020 年から３年で段階的に引き上げ、上

限撤廃となります。（これまで：2013 年４月から３年間で 12 号級 up、2016 年４月から４号級 up） 

（２）諸手当等 

   ・期末勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、 

特地・へき地手当、退職手当、赴任旅費 

 

常勤の臨時教職員の休暇制度 

（１） 年次休暇  任用期間によって次のとおり付与される（日の端数切り上げ） 

採用月数 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 

付与日数 ２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日 

※2021 年４月から年度で管理 

（２） 特別休暇  基本的に正規職員と同様 

※秋教組権利パンフ「知って安心！私たちの権利」を参照ください。 

         ◆長期の病気休暇や出産休暇が実質取得できるよう要求しています。 

会計年度任用職員（県費採用）の賃金・諸手当 

（１）賃 金 （2021 年４月１日現在） 

（２）諸手当 

〇通勤手当･･･実績により支給 

   〇期末手当（6 月・12 月期）※任用６ヶ月以上・１週間当 15 時間 30 分以上が支給対象 

会計年度任用職員（県費採用）の休暇制度  

事務職員(行政職給料表) 教員（教育給料表） 栄養職員（医療職給料表） 

号 給 賃 金(円) 号 給 賃 金(円) 号 給 賃 金(円) 

 １－ １ 

 １－ ５ 

 １－ ９ 

 １－１３ 

 １－１７ 

 １－２１ 

 １－２５ 

 １－２９ 

 １－３３ 

 １－３７ 

 １－４１ 

 １－４５ 

 １－４９ 

 １－５３ 

 １－５７ 

 １－６１ 

 １－６５ 

１－６９ 

 １－７３ 

１－７７ 

１－８１ 

１－８３ 

１－９３ 

１４５,０７９ 

１４９,６１０ 

１５４,０４０ 

１５９,３７６ 

１６５,３１６ 

１７１,２５６ 

１８１,９２８ 

１８８,４７２ 

１９５,３１９ 

２０１,０５７ 

２０６,１９２ 

２１１,２２６ 

２１６,２６０ 

２２０,５８９ 

２２３,９１２ 

２２７,１３４ 

２３０,５５７  

２３３,９８０ 

○高  ２３６,９００ 

２３９,６１８ 

２４２,４３７ 

○短  ２４３,８４６ 

○大  ２４９,２８３ 

 

 

 

 

 

 

１－２１ 

１－２５ 

１－２９ 

１－３３ 

１－３７ 

１－４１ 

１－４５ 

１－４９ 

１－５３ 

１－５７ 

１－６１ 

１－６５ 

１－６９ 

１－７３ 

１－７７ 

１－８１ 

１－９０ 

１－９８ 

 

 

     

 

 

１９９,８４９ 

    ２０６,４９４ 

    ２１２,７３６ 

    ２１９,２８１ 

    ２２５,８２５ 

    ２３２,５７０ 

    ２３９,２１５ 

    ２４４,６５２ 

    ２４９,８８７ 

    ２５４,９２１  

２５９,８５５ 

  ２６３,９８２ 

    ２６９,８２２ 

２７５,２５９ 

２８０,１９２ 

２８４,９２４ 

○大  ２９３,６８３ 

○院  ２９９,５２３ 

 

 

 

１－１１ 

１－１５ 

１－１９ 

１－２３ 

１－２７ 

１－３１ 

１－３５ 

１－３９ 

１－４３ 

１－４７ 

１－５１ 

１－５５ 

１－５７ 

１－６１ 

１－６５ 

１－６９ 

１－７３ 

１－７７ 

１－８１ 

１－８５ 

 

 

 

１６５,８１９ 

１７３,０６８ 

１８０,６１９ 

１８７,４６６ 

１９３,４０６ 

１９８,８４３ 

２０４,２７９ 

２０９,４１４ 

２１４,２４７ 

２１８,７７７ 

２２２,８０４ 

２２５,８２５ 

  ２２７,４３６ 

２３０,７５８ 

２３４,０８１ 

２３７,２０２ 

○短  ２３９,９２０ 

２４２,６３８ 

２４４,７５３ 

○大  ２４６,１６２ 

 

職 種 報酬（１時間あたり） 

早期退職優遇制度による学習支援（非常勤講師） 1,859 円 

早期退職優遇制度による学習支援・部活動支援（非常勤職員） 1,150 円 

少人数学習推進、初任者研修・新規採用者研修、 
妊娠女性教職員の体育代替、免許外教科担任解消 

2,455 円～2,694 円 

育児短時間 

高齢者部分休業代替 

教諭・養護教諭 2,455 円～2,694 円 

事務職員 891 円～1,117 円 

栄養教諭・学校栄養職員 2,694 円 

早期退職者再任用（非常勤） 2,694 円 

学習指導員（豊かな学びと新しい生活様式のための支援員） 2,455 円～2,694 円 

学校サポーター（豊かな学びと新しい生活様式のための支援員） 891 円～919 円 

学校事務センター支援 891 円～1,117 円 

休暇の種類 内   容 

年次有給休暇 有給 

 

1 週間の勤務日数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

付与 

日数 

６／１ － － － － ５日 

１０／１ １日 ３日 ５日 ７日 ５日 

※任用１年間  

※公民権休暇、証人等休暇、 

現住居滅失等休暇、災害休暇 
有給 

必要と認められる期間 

※取得条件等は正規職員と同様 

夏季休暇 有給 

 

1 週間の勤務日数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

夏期休暇日数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

※原則として連続付与  

※妊婦休息・補食休暇 有給 母体・胎児の健康保持のため必要と認められる期間 

※服忌休暇 有給 正規職員と同じ 

※結婚休暇 有給 結婚の日５日前から結婚後１ヶ月の間  連続７日間 

産前・産後休暇 無給 産前６週間（多胎１４週間）、産後８週間 

育児時間 無給 生後１年まで、１回３０分、１日２回まで 

生理休暇 無給 月２日以内 

家族看護等休暇 無給 
年度内６日以内（配偶者、父母、配偶者の父母、養育する義

務教育終了前の子） ２人以上は１０日 

短期の介護休暇 無給 年度内５日以内、要介護者２人の場合１０日 

病気休暇（公務上） 無給 療養に要する期間 

病気休暇（私傷病） 無給 療養に要する期間 （時間単位での取得は１０日以内） 


